
松前町誌編さん審議会 会議録 

 

１ 開催日時  令和３年７月29日（木） 15時～16時６分 

２ 開催場所 松前町役場 ３階 大会議室 

３ 出席者 

 （敬称略） 

【会長】升田年紀 【副会長】麻生英毅 

【委員】大野宏貴、岡田敏彦、伊賀上恒英、菅啓三、 

䭜正道、郷田和美、村上一郎、大西多美子 

【町】町長：岡本靖（会長及び副会長の選出まで出席） 

【事務局】 

総務部長：大川康久 【総務課長：田中俊臣 

町誌編さん室 室長：和田欣也、同 主任：久保美文 

４ 議題 (1) 松前町誌編さん事業の体制とスケジュールについて（報告） 

(2) 「続松前町誌（仮称）」編さん基本方針について 

(3) 町誌編さんに係る業者選定について 

５ 会議の公開 公開（一部非公開） 

６ 傍聴人数 ２名 

７ 議事内容  

（発言者） 

 事務局 

 

 

 

 

１ 開会 

   委嘱状交付 

   町長挨拶 

   自己紹介 

  

 ２ 会長及び副会長の選出 

   会長に升田年紀氏、副会長に麻生英毅氏を選出 

  

３ 審議会の公開、会議録の作成について 

   会議は原則公開し、公にすることで事業の適正な遂行に支障

を及ぼす場合がある事項は非公開とすること、会議録はホーム

ページ等で公開することを報告。 

 

 ４ 審議会の目的等の説明 

   【説明の概要】 

    本審議会は、町長の附属機関であり、町誌の編さんの基本

方針や町誌の内容について審議を行い、町へ答申いただく旨

を説明。 

 



  

５ 議題 

  (1) 松前町誌編さん事業の体制とスケジュールについて（報告） 

  【説明の概要】 

   ア 編さん事業の進め方 

     おおむね昭和52年以降の町の歩みについて、残されてい

る資料と各分野における関係者からの聞き取りを基に編

さんする。 

     編さんに当たり、町が所有していていない資料の収集、

取材、執筆、編集、校正、印刷製本に関しては、編さん業

務に精通した民間業者に委託する。 

   イ 編さん体制 

     松前町誌編さん審議会、町誌編さん協力員を設置し、事

務局が各種調整を行う。 

   ウ スケジュール 

     事業期間は令和３年度から令和７年度までとし、町制70

周年を記念し令和７年度までに町誌を刊行する。 

 

議長 

（会長） 

 

事務局の報告が終わりました。今の点につきまして御質問のある

方は、挙手をお願いします。 

どのようなことでも構いません。確認しておきたい点など、よろ

しいでしょうか。 

 

委員 

 

「町誌編さん協力員」について、選定はどのように行うのか、具体

的に説明していただければと思うのですが。 

 

事務局 

 

町でも各分野詳しい人を探し、今回御参加いただいている審議会委

員の皆様からも「この分野、この方なら」という方を御推薦いただき、

50名ほど協力員という形で御協力いただけたらと考えております。 

今日の審議会の最後に推薦の御依頼をさせていただきます。委員の

皆様にも御協力いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 



議長 

 

他に何かございませんでしょうか。 

質問がないようでしたら、議題１「松前町誌編さん事業の体制とス

ケジュールについて」に関する報告を終了します。 

続いて議題２「『続松前町誌（仮称）』編さん基本方針について」、 

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

 

議題 

(2) 「続松前町誌（仮称）」編さん基本方針について 

  【説明の概要】 

   「続松前町誌（仮称）」編さん基本方針は、町誌の編さん事

業に着手するに当たり、編さんの基本的な姿勢や考え方を示す

ものであり、町では、基本方針を策定することで、計画的かつ

円滑に町誌の編さんを進めていきたい旨を伝え、方針内容につ

いて説明。 

 

議長 

（会長） 

 

事務局の説明が終わりました。これから質疑に入ります。質問や意

見のある方は挙手をお願いします。 

今回、最も大切な役割の一つでありますので、熱心な協議をお願い

したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

まず、「編さんの趣旨及び目的」の４行目、先ほどの町長の挨拶の

中でもありましたが、「単独町政の選択を余儀なくされた。」という表

現があります。一般的に「余儀なくされる。」とは「やむを得ずそう

せざるを得なかった。」という表現になると思います。私も、この合

併の最終的な総括はどういったものになっているのかは分かりませ

んが、こうした形の表現が正しいとかよくないとか全く分かりませ

ん。こういった表現がふさわしい表現なのか教えていただきたい。 

もう一つは、「編さんの基本方針」に、「印刷媒体のほか電子媒体も

検討する。」とあります。今、電子化、デジタル化がかなり進んでき

ており、町誌が刊行されるのが４年８カ月後となってくると、おそら

く社会も大きく変わる、そしてデジタル庁ができてくるし、各業界に 

 



 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいて、歴史的なものをまとめる際にCDにする、新聞などもQRコード

を入れるなど、単に活字だけではなく、動きを出す、厚みを出すとい

う時代になってきています。そうした媒体の方がより町民に活用され

る、見てもらえる、読んでもらいやすいものになってくると思います。 

しかし、それは言葉としてはきれいなのですが、その準備が従来か

らの蓄積がない中では、いきなりはできないということもあるでしょ

う。ある程度、スタートに当たって、踏み込んだ検討はたぶんされて

おられるとは思いますが、この「基本方針」に書いてしまうと、いろ

いろ難しさもあるのかなと思っているところでございます。 

特に、町誌というものを歴史的資料として最終的にとりまとめよう

とすると、冊子の中では書ききれないということがありますので、や

はりそうした電子媒体化した方が良い資料、後々活用される資料、読

まれる資料、というものになってくるのかと思います。  

電子媒体化は、いずれもメリット・デメリットがあると思いますが、

検討状況を教えていただきたいと思います。 

 

事務局 

 

まず、一点目になりますが「単独町政の選択を余儀なくされた。」

という表記について、こちらの表記に関しましては、市町村合併の協

議をしていく中で、松前町の立場としては「単独町政の選択を余儀な

くされた」という認識を持っているため、こちらの表記にさせていた

だいております。 

二点目の電子媒体に関しましては、委員がおっしゃるようにデジタ

ル化が進んできますので、できるだけ電子媒体も活用しながら、若い

世代の人にも興味を持って見ていただける方法ができないかなとい

うふうに考えておりまして、電子媒体を候補に入れています。 

ただし、前回の町誌は販売をしているので、今回の町誌も「書籍」

という形で販売することを検討しています。そのため、すべてを電子

媒体として載せ、広く見てもらうというのは、現段階では難しいと考

えています。しかし、委員がおっしゃったように蓄積された資料をホ

ームページ、電子媒体で公開することができればと考えており、まだ

現段階では検討が浅いところがありますが、今後いろいろな方に少し

でも町誌を手に取っていただけるような形を目指し、印刷媒体に限ら

ず、電子媒体も検討していきたいと考えています。 

 



議長 

（会長） 
他にご意見、ご質問がある方がいればお願いします。 

委員 

 

「編さんの基本方針」で、「編さんに当たっては、町民が参画する

機会を創出するとともに、地域の関係団体と連携協力を図ることで、

町民が愛着を持つことができるものとする。」が、いい文章であった

ので嬉しく思ったという意見を述べさせていただきたいと思います。 

さらに「平易簡潔な文体で」「町民が身近に感じられるもの」とい

う表現からも町民に歩み寄った姿勢が表れていますので、非常に気に

入っております。 

電子媒体については、今の時代、印刷媒体を作るために電子媒体を

作るという流れになるのではないかと思うので、これはかなりありが

たいというか、そういうものになるのかなと思います。 

また、「資料の適正な保全に努め」というところは、史談会の立場

から申し上げますと、前回の町誌の歴史部門では、歴史の愛好家が集

まって資料を集めて作成をしたと聞いています。その際に集まった人

たちで史談会をつくったという流れだそうですが、そのときに使用し

た資料が今、文化センターの資料室に高く積まれています。 

おそらくもう写真は色褪せてきていますし、それは史談会をつくっ

た人たちが集めたものをそこに入れているので、それらの資料が町の

持ち物か史談会の持ち物か曖昧なまま保存されて、傷んでいっている

のが現状です。次の町誌を作る段階で、この資料の保全について、ぜ

ひ考えていただきたいと思います。 

 

議長 

（会長） 
今の点について、何かお答えできることがあれば。 

事務局 

 

先ほど委員がおっしゃった資料は、私も一度拝見しましたが、文化

センターに、資料や写真が山積みになっている状態です。昔の小学校

の写真など貴重な資料であるのに、誰にも見られないまま置かれてい

る状態ですので、そのような写真や資料を町民の皆様に見ていただけ

るような環境が整えば、町誌に関する興味を持っていただけると考え

ています。資料についても貴重な資料でございますので、活用できる

方法を検討して参りたいと考えております。 

 



議長 

（会長） 

よろしいでしょうか。 

それでは、他にご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

委員 

 

基本方針で、「町民が参画する機会を創出するとともに」とあり、

参加型であるイメージを持ちましたが、どのようなことをイメージし

ているのでしょうか。 

 

事務局 

 

今考えている段階ではありますが、ちょうど昭和50年以降にできた

ものとして義農太鼓があり、はんぎり競漕もどんどん活性化している

時期でありますので、それらに携わっていただいた方々の、できたと

きの思いなど話を聞きながら原稿にまとめるという形で、皆さんに参

画いただけたらと考えております。 

他にも、昭和50年以降にできた行事などもあるので、それらに携わ

った多くの方々の声を聞きながら、編さんに取り組んでいきたいと思

っています。 

 

委員 
分かりました。町民の声を吸い上げる、出していくということです

ね。ありがとうございました。 

議長 

（会長） 

よろしいでしょうか。 

それでは、他にご質問、ご意見等ございましたらお願いします。 

委員 

 

先ほどの委員の話にも影響するのですが、松前町には以前から、郷

土資料館を造ってほしいという町民からの要望もかなりありました。

その都度検討してきましたが、「電子媒体を活用して公開するので郷

土資料館はいらない。」というまでの結論にはなっていないと思いま

す。 

これは大きな話になってくるので、町誌の電子媒体をどうするかと

いうことも含め、「郷土資料館を造るか造らないか」という部分まで

話を煮詰め、検討しておく必要があるのではないかと思います。  

議会との相談になると思いますが、その辺りをどう考えているの

か、簡単でいいので説明してほしいと思います。 

 



事務局 

 

郷土資料館となると、維持費など大変な金額が発生します。以前か

ら検討はしていましたが、現在も前進していないところです。 

今後、町の方針については、どうしていくか検討していきたいと思

っております。現時点で、郷土資料館を造るかどうかの回答はできま

せん。 

 

委員 

 

我々のスタンスとして、郷土資料館をつくるかつくらないかを確認

しておく必要があるのではないかと。それによって編さん方針も変わ

ってくる可能性があります。 

ただ単に集めた資料を置いておくだけでいいのか。町民への公開は

電子媒体を使ってやるということであれば、郷土資料館、展示はいら

ないということになります。その辺りのことが基本的なことになると

思うので、もう少し煮詰めておく必要があると思います。 

 

事務局 

 

町誌編さんとしましては、冊子をつくることと合わせて、例えば資

料をPDFなどのデータとして集めて、CDに収録することなども考えて

いくという段階ではあります。 

郷土資料館などをつくるということは、社会教育分野になってきま

す。 

 

事務局 

 

補足させていただきますと、先ほどの話は、史談会の集めた資料が

文化センターにあるということでしたが、それ以外にも、岡田小学校

の体育館の２階にも農機具や昔の写真があります。そして、ホッケー

公園の体育館の倉庫にも、たしか昔の農機具を置いています。そうい

う歴史の資料というようなものが、おそらく施設の中にもいろいろ点

在しています。それらを今は各施設が管理しているのですが、それを

どうするのかという話は、町誌の編さんとは別のところでの話だと思

いますので、今回は町誌の編さんをするに当たって、そういった資料

を一応整理する必要はあるのかもしれませんが、その運用などについ

ては、この審議会で決定するのとは違うというふうに考えておりま

す。 

 



議長 

（会長） 

 

これから資料を収集していく上で、びっくりするような資料が出て

くるなどした場合に、その話題についても考えていく必要があります

が、今の段階では資料館の件については、また別の問題であるという

ことにさせていただくということでよろしいでしょうか。 

 

委員 はい。 

議長 

（会長） 
それでは、他に何かございませんか。 

委員 

 

先ほど書籍として販売するというお話をされていましたが、ちなみ

に、前回どれくらい売れたのですか。 

 

事務局 

 

前回は、2,000冊印刷し、3,500円で販売しています。 

販売については、昔は公民館だよりのような「官報まさき」を発行

していましたので、その折り込みの中で案内しました。 

折り込みで案内したところ、500冊程度売れています。それ以後は

社会教育課で販売し、年間２、３冊程度売れていて、現在の残部が300

冊くらいです。寄贈と合わせ、1700冊くらいは捌けているような状況

になっています。 

 

委員 
分かりました。ずっと役場が窓口になって販売しているということ

ですね。 

事務局 
そうですね。当初は広く募集して、今は役場の窓口で販売している

というような状況です。 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

分かりました。 

さっきの話を蒸し返すようで悪いのですが、前回の町誌編さんのと

きに使用した資料、写真等もたくさんあると話をされていました。古

い小学校の写真もあったとおっしゃっておられましたよね。私、古い

小学校に通ったと思うのですが、自分自身も見てみたいし、どこかの 

 



 

 

委員 

 

 

場所を設けて、そういう写真だけでも一度見てもらったら、興味のあ

る人が集まってきて、その中で今回の町誌編さんに協力してくれる方

をピックアップ、という表現はよくないかもしれないですけど、協力

していただける方が増えるのではないかと思いました。以上です。 

 

事務局 

 

たしかに、写真だと皆さん興味を持っていただきやすいと思います

ので、参考にさせていただきます。 

一応、今回の町誌が、昭和後期以降の町の出来事をまとめていくと

いうことが主になりますが、最初のきっかけとして、昔の写真など広

く歴史を見ていただいて、愛着を持っていただけるような形がつくれ

ればと思いますので、社会教育課とも協力しながらこの件は進めてい

きたいと考えています。 

 

議長 

（会長） 

  

よろしいですか。他に何かございませんでしょうか。 

他に質問がないようでしたら、「『続松前町誌（仮称）』編さん基本

方針」について、御承認いただけますでしょうか。御承認いただける

方は、挙手をお願いします。 

 ありがとうございます。 

要綱４条第３項の規定により、本件は承認されましたので、その旨

を会長の私から町長へ答申させていただきます。 

 続きまして、議題３「町誌編さんに係る業者選定について」です。 

この議題に関しましては、松前町個人情報保護条例第16条第２項の

規定により開示しない情報に該当しますので、会議は非公開としま

す。 

 傍聴されている方は、一時退席をお願いします。 

 では、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局 

 

議題 

(3) 町誌編さんに係る業者選定について 

   概要を説明 

    



 

 

～以下、議題(3)に関する内容は、非公開事項であるため、会議 

録は省略する～ 

 

議長 

（会長） 

 

他に意見がないようでしたら、「町誌編さんに係る業者選定につい

て」は終了します。 

非公開となる部分が終了しましたので、傍聴者を再度入室させます

ので、今しばらくお待ちください。 

続きまして、次第８「その他」について、事務局から説明をお願い

します。 

 

事務局 

 

その他 

(1) 町誌編さん協力員の推薦について 

  審議会委員からの推薦を依頼 

(2) 審議会委員報酬について 

  報酬の支払方法等について説明 

 

議長 

（会長） 
今の件で何か御質問があれば、挙手をお願いします。 

委員 協力員の報酬はどうなりますか。 

事務局 

 

報酬は、まだ金額は決定していませんが、心ばかりの謝金をお支払

いする形で検討しております。 

また、町誌には、協力員として芳名させていただく予定としていま

す。 

 

議長 

（会長） 

協力委員は、我々の推薦だけでなく、町の方でも探すということで

すね。 



事務局 はい、探します。 

議長 

（会長） 

 

他に何か、知っておきたい点などございませんでしょうか。 

それでは、本日の日程は、全て終了しました。 

本会議において、委員の皆様からいただいた御意見を尊重し、誠実

な実施に努められるよう、事務局にお願いします。 

本日は大変暑い中、またご多忙中の中本会議にご出席いただきまし

て、ありがとうございました。まだまだこれから大変暑い日が続いて

いきますけれども、委員の皆様には健康に十分ご留意いただきたいと

思います。 

それでは、以上をもちまして本会議を終了させていただきます。ど

うもありがとうございました。 

事務局にお返しします。 

 

事務局 

 

皆様、長時間、熱心な御審議、大変ありがとうございました。 

なお、本日の会議録につきましては、会長に確認の上、ホームペー

ジなどにもアップさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ

うか。 

異議もないようですので、そうさせていただきます。 

それでは以上をもちまして、第１回「松前町誌編さん審議会」を閉

会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

※議題 (2)「続松前町誌（仮称）」編さん基本方針について 

 会議上で承認を得た後、会議においても話題のあがった単独町政に係る表現について一

部修正を行うこととしたため、各委員には文書で案を送付し、同意を得た。 

 


